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海 上 保 安 庁

「第８回北太平洋海上保安サミット」の開催について

来る９月４日（火）から６日（木）まで、北太平洋地域６カ国の海上保安機

関の長官級による「第８回北太平洋海上保安サミット」が開催されます。

本枠組みは、海上保安庁が参加する多国間協力枠組の中で最も重要なものの

一つであり、各国海上保安機関の長官級が一同に会し、北太平洋の海上の安全

・秩序の維持を目的とした参加国間の連携について協議します。

１．経緯

北太平洋地域の海上の秩序・治安の確保のため、平成１２年１２月に当庁の

呼びかけにより第１回会合を開催。以降、定期的なマルチ会議として、各国持

ち回りにより開催。

本年はロシアが２回目のホスト国を努めており、３月には、ハバロフスクに

おいて北太平洋海上保安専門家会合を開催したところ。

２．開催期間・場所

期 間：平成１９年９月４日（火）～６日（木）

場 所：ロシア・サンクトペテルブルグ市

３．参加予定機関

日本 海上保安庁（岩崎貞二 長官）

ロシア ロシア連邦保安庁国境警備局（ｳﾗｼﾞｰﾐﾙ･ﾌﾟﾛﾆﾁｪﾌ 長官） ※議長

韓国 韓国海洋警察庁（コン・ドンオク 庁長）

カナダ カナダ沿岸警備隊（ジョージ・ダ・ポント 長官）

米国 米国沿岸警備隊（サッド・アレン 長官）

中国 中国公安部辺防管理局（孟 宏偉 公安部副部長）

４ 今回の会合で期待される成果

昨年の第７回北太平洋海上保安サミット（三亜会合）以降に実施された連携

協力の事例や情報交換メカニズム等の進展について評価を行うとともに、ホス

ト国であるロシアのイニシアチブにより、新たな連携強化の具体策の検討や今

後の中長期的な連携・協力体制の方向付けを行う。



※参考：これまでの成果

○ 共同オペレーションガイドラインの採択（１４年７月）

○ 海上テロに対する共同声明の採択（１４年７月）

○ 合同机上訓練の実施（１６年３月、１７年５月）

○ 薬物対策ベストプラクティスガイドライン、海上テロ対策に関するベス

トプラクティスの採択、協力強化の共同宣言の採択（１６年９月）

○ 海上テロ、薬物、密航等に係る情報を参加国間のみで電子データベース

（ ） （ ）にて共有する自動情報交換システム の正式運用 １７年１月NPCGAS
○ 共同オペレーションガイドライン・ を用いた、対テロ合同机上NPCGAS

訓練の実施（１７年５月）

○ ６ヵ国の海上保安機関の連携協力関係を「机上から海へ」と実践的な取

り組みを促進する「６ヵ国共同声明」が採択（１７年９月）

＜「６ヵ国共同声明」に基づき以下の訓練及び共同パトロールを実施＞

・ 密輸・密航対策机上訓練（１８年２月及び４月）

・ 多国間セキュリティ訓練（１８年５月）

・ 多国間多目的訓練（１８年６月）

（ ）・ 公海上における漁業監視共同パトロール １８年６月及び９月

○ 新たな共同宣言「三亜宣言」を採択（１９年１０月）

＜「三亜宣言」以降に行われた連携協力＞

・ 公海上における漁業監視共同パトロール（１９年４月～９月）

・ 法執行専門家交流（１９年６月）

・ 密航対策机上訓練（１９年７月）


